
平成１３年(ﾜ)第１５８８１号　著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結の日　平成１４年４月１６日

      　　        　  判　　　　　決
　　　　　　　　　　原              告  　　　　社団法人日本音楽著作権協会
      　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　  　　  小  野  森  男
      　　　　　　  被　　　　　　　告　　　　　有限会社ダイサンプロモーシ
ョン
　　　　　　　　　　被　　　　　　　告　　　　　有限会社オカモト
　　　　　　　　　　被　　　　　　　告　　　　　Ａ
                    被　　　　　　　告　　　　　Ｂ
　　　　　　　　　　被告ら訴訟代理人弁護士　　  小  高  讓  二

  　　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　１  被告有限会社ダイサンプロモーション及び被告有限会社オカモトは，別
添平成１３年度版全国公立文化施設名簿記載の施設をはじめとする日本国内の演奏
会場において，別添楽曲リストに記載の音楽著作物を，歌謡ショー等の催物を開催
し，歌手及びバンドにより演奏（歌唱を含む）させる方法により使用してはならな
い。
　　　２  被告有限会社ダイサンプロモーションは，原告に対し，金１５２９万６
３６４円を支払え。
　　　３  被告有限会社ダイサンプロモーション及び被告Ａは，連帯して，原告に
対し，金６７６万５１４０円及び別紙演奏会目録(2)記載の各使用料額に対する同目
録記載の各遅延損害金起算日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支
払え。
　　　４  被告有限会社オカモト及び被告Ｂは，連帯して，原告に対し，金１５０
９万６９００円及び別紙演奏会目録(4)記載の各使用料額に対する同目録記載の各遅
延損害金起算日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。
　　　５  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
　　　６　訴訟費用は，これを１０分し，その１を原告の，その余を被告らの負担
とする。
　　　７　この判決は，第１項ないし第４項に限り，仮に執行することができる。
          　  　　  　事実及び理由 
第１　請求
　１　主文第１項ないし第３項と同旨
　２  被告有限会社オカモト，被告Ｂ及び被告Ａは，連帯して，原告に対し，金１
５４３万２９００円及び別紙演奏会目録(3)記載の各使用料額に対する同目録記載の
各遅延損害金起算日から支払済みに至るまで年５分の割合による金員を支払え。　
第２  争いのない事実等
　１  争いのない事実
　　(1)　当事者
　　　ア　原告及び原告の管理著作物について
  　　　　原告は，平成１３年９月３０日まで「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル
法律」（昭和１４年法律第６７号）に基づく許可を受けた我が国唯一の音楽著作権
仲介団体であったが，平成１３年１０月１日からは，著作権等管理事業法（平成１
２年法律第１３１号）に基づき，文化庁長官の登録を受けた音楽著作権等管理事業
者である。
　　　　　原告は，内外国の音楽著作物の著作権者から著作権ないしその支分権
（演奏権，録音権，上映権等）の移転を受ける（内国著作物については，その著作
権者との間の著作権信託契約による。外国著作物については，我が国の締結した著
作権条約に加盟する諸外国の著作権仲介団体との間の相互管理契約による。）など
してこれを管理し，国内のラジオ・テレビの放送事業者をはじめ，レコード・映
画・出版・興行・社交場・有線放送等各種の分野における音楽の使用者に対して音
楽著作物の使用を許諾し，その対価として使用者から著作物使用料を徴収するとと
もに，これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人である。
  　　　　別添楽曲リスト記載の音楽著作物は，原告が各著作権者から著作権の信
託的譲渡を受けて管理する音楽著作物（以下，「管理著作物」という。）の一部で
あるが，これらは社交場，カラオケ歌唱室あるいは演奏会において演奏（歌唱を含



む。以下同じ。）される頻度が極めて高い使用実績を有する曲目に該当し，日常的
に反復使用されている音楽著作物である。
　　　イ　被告らについて
  　　　　被告有限会社ダイサンプロモーション（以下，「被告ダイサン」とい
う。）は，昭和５８年２月１２日付けで音楽興行等を目的として設立された株式会
社第三プロモーションを，平成８年３月１６日付けで有限会社に組織変更して設立
されたものである。同被告は，被告Ａを代表取締役，被告Ｂらを取締役とする。
  　　　　被告有限会社オカモト（以下，「被告オカモト」という。）は，昭和６
０年１１月９日付けで雑貨の販売，芸能人の招請等を目的として設立された有限会
社おかもとを，平成８年３月１日付けで名称変更したものである。被告Ａが代表取
締役，被告Ｂらが取締役であったが，平成９年４月１４日付けをもって，被告Ａが
取締役を辞任し，被告Ｂが代表取締役となった。被告オカモトは，ダイサンエージ
ェンシーという名称で，音楽興業を行っている。
  　　　　被告Ａと被告Ｂは，夫婦である。
　２　事案の概要
　　　本件は，(1)被告ダイサンが，平成５年１月１６日から平成７年１２月２日ま
での間に，別紙演奏会目録(1)記載の演奏会（以下「本件演奏会(1)」という。）を
開催し，原告の管理する管理著作物を演奏使用した行為について，原告との間で著
作物使用料に関する和解契約を締結したにもかかわらず，同契約のとおり履行しな
いとして，被告ダイサンに対して未払著作物使用料等の支払を求める請求，(2)被告
ダイサンは，平成８年１月２８日から平成９年８月２０日までの間に，別紙演奏会
目録(2)記載の演奏会（以下「本件演奏会(2)」という。）を開催し，原告の許諾を
受けることなく管理著作物を演奏使用したとして，被告ダイサンに対して，将来に
わたる演奏会の開催禁止を求めるとともに，被告ダイサン及び被告Ａに対して，著
作物使用料相当損害金の支払を求める（被告ダイサンに対しては，不法行為による
損害賠償又は不当利得返還請求として，被告Ａに対しては，商法２６６条の３第１
項又は有限会社法３０条の３第１項に基づく請求として求める。）請求，(3)被告オ
カモトは，平成９年８月３０日から平成１３年５月１８日までの間に，別紙演奏会
目録(3)記載の演奏会（以下「本件演奏会(3)」といい，本件演奏会(1)，同(2)を併
せて「本件各演奏会」という。）を開催し，原告の許諾を受けることなく管理著作
物を演奏使用したとして，被告オカモトに対して，将来にわたる演奏会の開催禁止
を求めるとともに，被告オカモト，被告Ｂ及び被告Ａに対して，著作物使用料相当
損害金（被告オカモトに対しては，不法行為による損害賠償又は不当利得返還請求
として，被告Ｂに対しては，有限会社法３０条の３第１項に基づく請求として，被
告Ａに対しては，有限会社法３０条の３第１項の類推適用に基づく請求として求め
る。）請求からなる。
３　本件の争点
　　(1)　本件各演奏会における演奏の主体は，被告ダイサン又は被告オカモトであ
るかどうか
　　(2)　原告は，被告ダイサンに対して未払著作物使用料等の請求権を有するかど
うか
　　(3)　原告は，被告オカモト及び被告ダイサンに対して，差止請求権及び損害賠
償請求権又は不当利得返還請求権を有するかどうか並びにその数額
　　(4)　原告は，被告Ａ及び被告Ｂに対して，商法２６６条の３第１項又は有限会
社法３０条の３第１項に基づく請求権を有するかどうか及びその数額
第３　争点に関する当事者の主張
　１　争点(1)について
　　【原告の主張】
　　　本件演奏会(1)及び(2)は被告ダイサンによって，本件演奏会(3)は被告オカモ
トによって，それぞれ主催されたものであって，これらの被告は，会場の使用契
約，演奏者・伴奏者との出演契約，その他種々の契約を締結して，必要経費を支払
い，入場券を販売して，これらの演奏会を開催したのであるから，これらの演奏会
における演奏の主体は，本件演奏会(1)及び(2)については被告ダイサン，本件演奏
会(3)については被告オカモトである。
　  【被告らの主張】
　　　本件演奏会(2)のうち，３７番，４１番，４２番について，被告ダイサンは，
関与していない。これらの演奏会は，アベインターナショナルが被告ダイサンの名
義を借りて開催したものである。



　　　本件演奏会(3)のうち，７９番，９０番の演奏会について，被告オカモトは，
関与していない。これらの演奏会は，有限会社ＫＨＭプロモーション（以下「ＫＨ
Ｍプロモーション」という。）が被告オカモトの名義を借りて開催したものであ
る。
    　その余の本件演奏会(1)及び(2)については被告ダイサンが，その余の本件演
奏会(3)については被告オカモトが，会場の確保，チケットの販売，広告・宣伝等の
諸事務を担当したものの，演奏会の内容をすべて決定したのは，演奏会に出演した
タレントが所属するプロダクションであり，実際に演奏を行うのも，そのプロダク
ションに所属するタレントであるうえ，プロダクションは，多額の報酬（ギャラ）
を得ている。したがって，これらの演奏会における演奏の主体は，各プロダクショ
ンであって，被告ダイサン，被告オカモトではない。
    【被告らの主張に対する原告の反論】
　　　仮に，本件演奏会(2)のうち，３７番，４１番，４２番について，本件演奏
会(3)のうち，７９番，９０番の演奏会について，被告らの主張のとおりであるとし
ても，名義を貸したか否かは対内的な問題にすぎず，対外的な関係では主催者とし
て表示された者が責任主体となる。
  ２　争点(2)について
　　【原告の主張】
　　(1)　被告ダイサンは，平成５年１月１６日から平成７年１２月２日までの間
に，本件演奏会(1)を開催して，原告の管理著作物を演奏使用した。原告は，被告ダ
イサンからのこれらの演奏会についての音楽著作物使用許諾申込みに対し，申込み
の都度使用を許諾し，著作物使用料規程に基づいて算定した別紙演奏会目録(1)記載
の著作物使用料を請求したが，被告ダイサンはいずれの著作物使用料も原告の指定
した支払期日までに支払わず，その滞納額は平成８年１月末日までに合計１６０４
万６９７０円となった。
　　(2)　そこで，原告と被告ダイサンとは，平成８年２月２９日付けで，上記滞納
使用料合計１６０４万６９７０円の支払について次のとおり和解契約を締結した。
　　    被告ダイサンは原告に対し，上記滞納使用料合計金１６０４万６９７０円
の支払義務があることを認め，これを５０回に分割して，平成８年４月から平成１
１年３月まで３６回にわたり月額３０万円宛，平成１１年４月から平成１２年３月
まで１２回にわたり月額４０万円宛，平成１２年４月に３０万円を，平成１２年５
月に１４万６９７０円を，各毎月末日限り支払う。
    (3)　被告ダイサンは，上記著作物使用料について，第１１回支払分（平成９年
２月末日支払分）までは支払ったが，第１２回支払分以降の支払をしない。未払と
なっている金額は，合計１２７４万６９７０円である。
　　(4)　ところで，上記演奏会について被告ダイサンが音楽著作物使用許諾を申し
込み，原告がこれを許諾した契約における使用許諾条項第６条によると，被告ダイ
サンが著作物使用料の支払を履行せず，支払期日より３か月を経過したときは，原
告は，被告ダイサンに対し使用料のほかに当該使用料の１００分の２０の額を違約
金として請求できる。上記未払著作物使用料はすべて別紙演奏会目録(1)記載のとお
り各支払期日から３か月以上経過しているので，原告は被告ダイサンに対し未払著
作物使用料の１００分の２０の額の違約金合計２５４万９３９４円の支払を請求す
ることができる。
　　(5)  上記未払著作物使用料と違約金の合計額は，１５２９万６３６４円であ
る。
　　【被告ダイサンの主張】
　　　上記争点(1)【被告らの主張】のとおり，被告ダイサンは，演奏の主体でない
から，原告に対する著作物使用料の支払義務がない以上，原告主張の和解契約は，
錯誤により無効である。
　３　争点(3)について  
　　【原告の主張】
　　(1)　被告ダイサンに対する請求について
　　　ア　被告ダイサンは，原告の許諾を受けることなく管理著作物を使用するこ
とが著作権侵害行為であることを知っていながら，平成８年１月２８日から平成９
年８月２０日までの間に，本件演奏会(2)を開催し，原告の許諾を受けることなく管
理著作物を演奏使用した。したがって，原告は，被告ダイサンに対し，将来にわた
る演奏会の開催禁止及び損害賠償又は不当利得返還を請求することができる。
　　　イ　上記演奏に係る著作物使用料相当損害金は，原告が主務官庁である文化



庁の認可を得て定めた著作物使用料規程に基づいて算定されることとなる。著作物
使用料規程に定める演奏会における演奏の規定は，純音楽に属するものと軽音楽に
属するものとに区分されるが，本件各演奏会のようないわゆる歌謡ショーは軽音楽
に属する。軽音楽に属する音楽著作物を使用する演奏会の使用料率は，演奏される
著作物１曲１回ごとに算出する方式（曲別方式）と，演奏される楽曲・曲数に関係
なく演奏会の公演１回ごとに算出する方式（包括方式）とがあるが，原告は，いわ
ゆる歌謡ショーで管理著作物が使用される場合には，原則として包括方式によって
使用料の算定を行っている。そして，包括方式による使用料は，演奏会の公演時
間，演奏会場の定員数及び演奏会の入場料の３要素により，類型区分化された表に
よって算定される。
　　　ウ　本件演奏会(2)の公演時間については，いわゆる歌謡ショーで管理著作物
が使用される場合には，通常１時間以上２時間までの場合がほとんどであることか
ら，この区分を適用し，定員数については，各演奏会場に設備されている客席の総
数（固定座席数）により対応する区分を適用し，また入場料については，被告ダイ
サンが，入場者から音楽の著作物の提示について受ける対価（消費税を含まないも
の。この対価に等級区分のある場合は，その算術平均額）に対応する区分を適用し
て，各演奏会ごとに著作物使用料額を算定すると，その結果は，別紙演奏会目録(2)
記載のとおりであり，各演奏会ごとの著作物使用料相当損害金の合計額は６７６万
５１４０円となる。
　　(2)　被告オカモトに対する請求について
　　　ア　被告オカモトは，原告の許諾を受けることなく管理著作物を使用するこ
とが著作権侵害行為であることを知っているか，少なくとも知ることについて過失
がありながら，平成９年８月３０日から平成１３年５月１８日までの間に，本件演
奏会(3)を開催して，原告の許諾を受けることなく管理著作物を演奏使用した。した
がって，原告は，被告オカモトに対し，将来にわたる演奏会の開催禁止及び損害賠
償又は不当利得返還を請求することができる。
　　　イ　上記演奏に係る著作物使用料相当損害金が著作物使用料規程に基づいて
算定されることは上記(1)イ記載のとおりであるところ，その著作物使用料額は，別
紙演奏会目録(3)記載のとおりであり，各演奏会ごとの著作物使用料相当損害金の合
計額は１５４３万２９００円となる。
　　【被告ダイサン及び被告オカモトの主張】
      　上記争点(1)【被告らの主張】のとおり，被告ダイサン及び被告オカモトは
演奏の主体ではないから，原告に対する著作物使用料相当損害金の支払義務はな
い。
　４　争点(4)について
　　(1)　被告Ａに対する請求について
　　　ア　被告Ａは，著作権侵害行為が行われた本件演奏会(2)が開催されたとき，
被告ダイサンの取締役であったから，商法２６６条の３第１項又は有限会社法３０
条の３第１項に基づき，被告ダイサンと連帯して，別紙演奏会目録(2)記載の著作物
使用料相当損害金合計６７６万５１４０円を支払うべき義務を有する。
　　　イ　被告Ａは，被告オカモトの取締役を辞任した後も，被告オカモトの実質
的な代表者として，本件演奏会(3)を企画・開催した。
      　　したがって，被告Ａには，有限会社法３０条の３第１項が類推適用され
るべきであり，被告Ａは，被告オカモトと連帯して，別紙演奏会目録(3)記載の著作
物使用料相当損害金合計１５４３万２９００円を支払うべき義務を有する。
　　(2)  被告Ｂに対する請求について
　　　　被告Ｂは，本件演奏会(3)が開催されたとき，被告オカモトの取締役であっ
たから，有限会社法３０条の３第１項に基づき，被告オカモトと連帯して，別紙演
奏会目録(3)記載の著作物使用料相当損害金合計１５４３万２９００円を支払うべき
義務を有する。
　　【被告Ａ及びＢの主張】
　　(1)　被告ダイサン及び被告オカモトについて
　　　　上記争点(1)【被告らの主張】のとおり，被告ダイサン及び被告オカモトは
演奏の主体ではないから，原告に対する著作物使用料相当損害金の支払義務がな
い。
　　(2)　被告Ａについて
　　　　被告Ａが被告ダイサンの取締役であることから直ちに被告ダイサンの業務
の遂行に関して責任を負うことはない。



　　　　また，被告Ａは，被告オカモトの単なる従業員であるから，被告オカモト
の業務の遂行に関して責任を負うべき立場にない。
　　(3)　被告Ｂについて
　　　　被告Ｂが被告オカモトの取締役であったことから直ちに被告オカモトの業
務の遂行に関して責任を負うことはない。
第４　当裁判所の判断
　１　争点(1)について
　　(1)　前記争いのない事実に証拠（甲１８，甲１９の１ないし７８，甲２２の１
ないし５２，甲２３の１ないし１１６，甲２６ないし３３，甲３４の１ないし９，
甲３５の１ないし３８，甲３６，乙２，３，証人Ｃ，被告Ａ）及び弁論の全趣旨を
総合すると，以下の事実が認められる。
　　　ア　被告ダイサンは，本件演奏会(1)及び本件演奏会(2)（３７番，４１番，
４２番を除く）に，被告オカモトは，本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く）に，
いわゆるプロモーターとして関与した。
        　これらの演奏会は，いわゆる歌謡ショーであって，歌手やバンドが楽曲
を演奏するものであるところ，上記演奏会において，原告の管理著作物が演奏され
た。演奏された楽曲の大部分が原告の管理著作物であった。
　　　イ　これらの演奏会における被告ダイサン又は被告オカモトのプロモーター
としての業務内容は，概ね以下のとおりである。
        (ｱ)　演奏会の会場を設定すること
　　　　(ｲ)　入場料金を決定すること
　　　　(ｳ)　チケットの印刷及び販売をすること
　　　　(ｴ)　演奏会に関する宣伝方法を決定し，実施すること
　　　　(ｵ)　集客のためのセールス活動をすること
　　　　(ｶ） 演奏会当日の会場内外の警備関係を処理すること
　　　　(ｷ） 演奏会当日の会場の運営及び管理をすること
　　　　(ｸ） 諸官庁への届出及び許可申請などをすること   
        　また，これらの演奏会の広告等には，被告ダイサン又は被告オカモト
（ダイサンエージェンシー）が主催者として記載されていた。
　　　ウ　他方，これらの演奏会に出演する歌手等が所属するプロダクションの業
務内容は，概ね以下のとおりである。
　　　　(ｱ)　歌手が演奏会において歌う曲目を選定すること
　　　　(ｲ)　演奏会の時間を決定すること
　　　　(ｳ)　演奏会での舞台上の照明や音響を設定すること
　　　　(ｴ)　バックバンドを設定すること
　　　　(ｵ)　演奏会の演出等を関係者と打ち合わせること
　　　エ　平成１０年７月２８日，被告オカモトは，平成１０年９月３日に「はま
ホール（浜松市民会館）」で開催されるＥコンサートに関し，Ｅのプロダクション
である有限会社ＭＯ綜合企画との間で，概ね以下のような内容の契約を締結した。
　　　　(ｱ)　出演料　　７７７万７７７７円＋消費税３８万８８８９円
　　　　(ｲ)　出演料支払条件　被告オカモトは，同年８月２０日２００万円支払
い，残額は同年９月３日公演前に支払う。
　　　　(ｳ)　交通費，宿泊費及び食費，現地送迎費，現地照明費は，いずれも被告
オカモトが実費を負担する。
　　　　 　　運搬費は，被告オカモトが負担する。
　　　　 　　音響照明費，制作費，源泉課税は，ＭＯ綜合企画の負担とする。
　　　　 　　その他アルバイト１０名は被告オカモトの実費負担とする。
　　　オ　被告ダイサン又は被告オカモトは，プロダクションに対して支払う出演
料及びその他の経費（２５０万円程度は必要である）を基に，いくらのチケットが
何枚販売できると利益が上がるかを計算して，入場料金を決定する。プロダクショ
ンに対しては一定額の出演料を支払うのみであるので，予想よりも収入が多かった
場合は，被告ダイサン又は被告オカモトの利益となり，逆に予想よりも収入が少な
かった場合は，被告ダイサン又は被告オカモトの損失となる。
　　　カ　上記アの各演奏会については，被告ダイサン又は被告オカモトとプロダ
クションとの間で，著作権使用料をいずれが負担するかの明示の契約はない。一般
的にも，著作権使用料を，プロダクションが負担するのか，プロモーターが負担す
るのかを，契約書上明示しない場合が多い。
　　　キ　原告は，原則として，プロモーターに対して，著作権使用料の支払手続



をするよう求め，プロモーターから著作権使用料の支払を受けている。
　　(2)　以上認定した事実からすると，確かに，演奏会の内容（演奏時間や演奏楽
曲，使用するバンド等）に関しては，演奏会に出演する歌手等が所属するプロダク
ションが決定し，かつ，プロダクションは，出演料収入を得ていると認められる。
しかしながら，上記認定した事実からすると，演奏会の内容以外の点，すなわち，
演奏会の会場を設定し，入場料金を決め，チケットを販売し，演奏会に関する宣伝
を始めとするセールス活動を行い，演奏会当日の会場の運営，管理をするなどの業
務は，すべてプロモーターである被告ダイサン又は被告オカモトが行っていたこ
と，プロダクションが得る出演料は定額で，演奏会の損益は被告ダイサン又は被告
オカモトに帰属すること，以上の事実が認められ，これらの事実からすると，上
記(1)アの各演奏会における演奏は，被告ダイサン又は被告オカモトの管理の下に行
われており，かつ，被告ダイサン又は被告オカモトは，その演奏によって経済的利
益を得ることができる地位にあったものと認められるから，これらの演奏会に関し
ては，被告ダイサン又は被告オカモトが，原告の管理著作物を演奏使用したものと
認めることができる。
　　(3)　本件演奏会(2)中の３７番，４１番，４２番について
      　証拠（甲２２の３７，４１，４２，甲３６，被告Ａ）及び弁論の全趣旨に
よると，本件演奏会(2)中の３７番，４１番，４２番の演奏会については，Ｆのプロ
ダクションであるアベインターナショナルから直接被告ダイサンに対して，演奏会
の開催に関する相談があり，被告ダイサンは，会場を確保すると共に，チケットの
販売，営業活動等通常の演奏会開催に向けての準備と同一の活動を行ったこと，売
上げから諸経費を控除して残った金額を，アベインターナショナルと被告ダイサン
で折半する約定であったが，実際は利益が出なかったこと，これらの演奏会では，
原告の管理著作物が演奏されたこと，以上の事実が認められる。以上の事実からす
ると，上記演奏会に関しては，被告ダイサンは，通常行っている演奏会におけるプ
ロモーターとしての活動と同一の活動を行っており，その損益もアベインターナシ
ョナルとともに被告ダイサンに帰属するものと認められるから，これらの演奏会に
関しては，被告ダイサンが，原告の管理著作物を演奏使用したものと認めることが
できる。
　　(4)　本件演奏会(3)中の７９番，９０番について
      　証拠（甲２３の７９，９０，被告Ａ）及び弁論の全趣旨によると，本件演
奏会(3)中の７９番，９０番の演奏会については，ＫＨＭプロモーションが，会場の
設定，チケット販売，セールス活動，演奏会当日の会場の管理等を行い，売上げを
管理し，経費を支出したもので，被告オカモトは，ＫＨＭプロモーションが会場を
確保する際に，名義を貸し，ＫＨＭプロモーションから謝礼として１０万円か２０
万円を受け取ったのみであることが認められ，これを覆すに足りる証拠はない。そ
うすると，上記演奏会に関しては，被告オカモトは，ＫＨＭプロモーションが会場
を確保する際に，名義を貸し，その謝礼を得たのみであると認められるから，その
演奏の主体が被告オカモトであるとは認められない。
　　　　この点，原告は，名義を貸したか否かは対内的な問題にすぎず，対外的な
関係では主催者として表示された者が責任主体となると主張するが，対外的に主催
者とされているとしても，実際に演奏の主体としての行為をしなかった者を，演奏
の主体と認めることはできないから，原告のこの主張を採用することはできない。
　２　争点(2)について
    (1)　上記１で認定したところに証拠（甲９，甲１９の１ないし７８，甲２０の
１ないし１１９，甲２４，甲３５の１ないし３８，甲３６，証人Ｃ，被告Ａ）及び
弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。
　　　ア　被告ダイサンは，平成５年１月１６日から平成７年１２月２日までの間
に，本件演奏会(1)を開催して，原告の管理著作物を演奏使用した。原告は，被告ダ
イサンからのこれらの演奏会についての音楽著作物使用許諾申込みに対し，申込み
の都度使用を許諾し，著作物使用料規程に基づいて算定した別紙演奏会目録(1)記載
の著作物使用料を請求したが，被告ダイサンはいずれの著作物使用料も原告の指定
した支払期日までに支払わず，その滞納額は平成８年１月末日までに合計１６０４
万６９７０円となった。
　　　イ　そこで，原告と被告ダイサンとは，平成８年２月２９日付けで，上記滞
納使用料合計１６０４万６９７０円の支払について次のとおり和解契約を締結し
た。
　　    　被告ダイサンは原告に対し，上記滞納使用料合計金１６０４万６９７０



円の支払義務があることを認め，これを５０回に分割して，平成８年４月から平成
１１年３月まで３６回にわたり月額３０万円宛，平成１１年４月から平成１２年３
月まで１２回にわたり月額４０万円宛，平成１２年４月に３０万円を，平成１２年
５月に１４万６９７０円を，各毎月末日限り支払う。
    　ウ　被告ダイサンは，上記著作物使用料について，第１１回支払分（平成９
年２月末日支払分）までは支払ったが，第１２回支払分以降の支払をしない。未払
金額は，合計１２７４万６９７０円である。
　　　エ　上記演奏会について被告ダイサンが音楽著作物使用許諾の申込みをし，
原告がこれを許諾した契約における使用許諾条項第６条によると，被告ダイサンが
著作物使用料の支払を履行せず，支払期日より３か月を経過したときは，原告は，
被告ダイサンに対し使用料のほかに当該使用料の１００分の２０の額を違約金とし
て請求できることとなっている。
        　上記未払著作物使用料はすべて別紙演奏会目録(1)記載のとおり各支払期
日から３か月以上経過している。
    (2)　被告ダイサンは，演奏の主体でないから，原告に対する著作物使用料の支
払義務がない以上，上記(1)認定の和解契約は，錯誤により無効であると主張する
が，上記１で認定判断したとおり，被告ダイサンは，本件演奏会(1)における演奏の
主体として，原告に対して著作権使用料の支払義務を負っているのであるから，被
告ダイサンの上記主張は理由がない。
    (3)　以上の事実からすると，原告は被告ダイサンに対し，本件演奏会目録(1)
記載のとおり，未払著作物使用料合計１２７４万６９７０円及びこれに対する１０
０分の２０の額の違約金合計２５４万９３９４円，合計１５２９万６３６４円の支
払を請求することができる。
　３　争点(3)について
　　(1)　被告ダイサンに対する請求について
　　　ア　上記１で認定した事実に弁論の全趣旨を総合すると，被告ダイサンは，
本件演奏会(2)において，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演奏使用
したこと，本件演奏会(2)の会場は，すべて別添平成１３年度版全国公立文化施設名
簿記載の施設に含まれること，以上の事実が認められる。そうすると，原告は，被
告ダイサンに対して，別添平成１３年度版全国公立文化施設名簿記載の施設をはじ
めとする日本国内の演奏会場において，別添楽曲リストに記載の音楽著作物を，歌
謡ショー等の催物を開催し，歌手及びバンドにより演奏させる方法により使用する
ことの差止めを求めることができる。
        　また，上記２認定のとおり，被告ダイサンは，本件演奏会(1)について
は，原告に対して音楽著作物使用許諾申込みを行い，原告から使用許諾を受けて演
奏使用していたことからすると，被告ダイサン（代表者である被告Ａ）は，原告の
許諾を得ることなく原告の管理著作物を演奏使用することができないことを知りな
がら，本件演奏会(2)において，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演
奏使用したものと認められる。そうすると，原告は，被告ダイサンに対して，本件
演奏会(2)において，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演奏使用した
ことについて，損害賠償請求をすることができる。
　　　イ　損害額について
　　　　(ｱ)　証拠（甲３６）及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。
      　　　原告は，主務官庁である文化庁の認可を得て著作物使用料規程を定
め，同規程に基づいて管理著作物使用料金額を算定していた。
　　　　　　同規程によると，演奏会は，純音楽に属するものと軽音楽に属するも
のとに区分されるところ，本件演奏会(2)は，いわゆる歌謡ショーであるから，軽音
楽に属する。
　　　　　　軽音楽に属する音楽著作物を使用する演奏会の使用料率は，演奏され
る著作物１曲１回ごとに算出する方式（曲別方式）と，演奏される楽曲・曲数に関
係なく演奏会の公演１回ごとに算出する方式（包括方式）とがあるところ，原告
は，いわゆる歌謡ショーで管理著作物が使用される場合には，演奏会で演奏される
楽曲の大部分が原告の管理著作物であることや演奏会で演奏される音楽著作物の曲
数に関係なく使用料を算定することができることなどから，原則的には包括方式に
よって使用料の算定を行っていた。
          　包括方式による使用料額は，演奏会の公演時間，演奏会場の定員数，
演奏会の入場料の３要素により，類型区分化された表によって算定されることとな
る。



  　　　　　本件演奏会(2)の公演時間については，いわゆる歌謡ショーで管理著作
物が使用される場合には，通常１時間以上２時間までの場合がほとんどであること
から，この区分を適用し，定員数については，各演奏会場に設備されている客席の
総数（固定座席数）により対応する区分を適用し，また入場料については，被告ダ
イサンが，入場者から音楽の著作物の提示について受ける対価（消費税を含まない
もの。この対価に等級区分のある場合は，その算術平均額）に対応する区分を適用
して，各演奏会ごとに著作物使用料額を算定すると，その結果は，別紙演奏会目
録(2)記載のとおりであり，合計額は６７６万５１４０円となる。
　　　　(ｲ)　以上認定の事実によると，原告の損害額は，著作権法１１４条２項に
より，６７６万５１４０円と認められる。
　　(2)　被告オカモトに対する請求について
　　　ア　上記１で認定したとおり，被告オカモトは，本件演奏会(3)（７９番，９
０番を除く。）において，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演奏使
用したこと，これらの演奏会の会場は，すべて別添平成１３年度版全国公立文化施
設名簿記載の施設に含まれること，以上の事実が認められる。そうすると，原告
は，被告オカモトに対して，別添平成１３年度版全国公立文化施設名簿記載の施設
をはじめとする日本国内の演奏会場において，別添楽曲リストに記載の音楽著作物
を，歌謡ショー等の催物を開催し，歌手及びバンドにより演奏させる方法により使
用することの差止めを求めることができる。
        　また，上記２認定のとおり，被告ダイサンは，本件演奏会(1)について
は，原告に対して音楽著作物使用許諾申込みを行い，原告から使用許諾を受けて演
奏使用していたものである。そして，前記争いのない事実に証拠（甲１７，被告
Ａ）を総合すると，被告Ａは，被告ダイサンの代表取締役であったこと，本件演奏
会(3)（７９番，９０番を除く。）開催当時，被告オカモトの代表取締役は，被告Ｂ
であるが，被告Ｂは被告Ａの妻であり，被告Ａは，被告オカモトの取締役ではない
が，演奏会開催に関する会場の手配やプロダクションとの交渉を行っていたことが
認められる。これらのことからすると，被告オカモト（代表者である被告Ｂ）は，
原告の許諾を得ることなく原告の管理著作物を演奏使用することができないことを
知りながら，本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く。）において，原告の許諾を得
ることなく，原告の管理著作物を演奏使用したものと認められる。そうすると，原
告は，被告オカモトに対して，本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く。）におい
て，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演奏使用したことについて，
損害賠償請求をすることができる。
　　　イ　損害額について
        　証拠（甲３６）及び弁論の全趣旨によると，上記(1)イと同様の方法で，
本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く。）に関して，著作物使用料額を算定する
と，その結果は，別紙演奏会目録(4)記載のとおりであり，合計額は１５０９万６９
００円となる。したがって，原告の損害額は，著作権法１１４条２項により，１５
０９万６９００円と認められる。
　４　争点(4)について
　　(1)　本件演奏会(2)について
　　　　前記争いのない事実及び上記３(1)アで認定した事実に証拠（被告Ａ）及び
弁論の全趣旨を総合すると，被告Ａは，本件演奏会(2)が開催された時期において，
被告ダイサンの代表取締役であって，原告の管理著作物について原告との間で使用
許諾契約を締結する必要があることを知っていたにもかかわらず，上記演奏会にお
いて，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物を演奏使用したものと認めら
れるから，被告Ａは，上記３(1)イ認定に係る損害金に関して，商法２６６条の３第
１項（組織変更前）又は有限会社法３０条の３第１項（組織変更後）に基づいて，
被告ダイサンと連帯して（不真正連帯債務）賠償する義務を負う。
　　(2)　本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く。）について
　　　　前記争いのない事実及び上記３(2)アで認定した事実に証拠（被告Ａ）及び
弁論の全趣旨を総合すると，被告Ｂは，本件演奏会(3)（７９番，９０番を除く。）
が開催された時期において，被告オカモトの代表取締役であって，原告の管理著作
物について原告との間で使用許諾契約を締結する必要があることを知っていたにも
かかわらず，上記演奏会において，原告の許諾を得ることなく，原告の管理著作物
を演奏使用したものと認められるから，被告Ｂは，上記３(2)イ認定に係る損害金に
関して，有限会社法３０条の３第１項に基づいて，被告オカモトと連帯して（不真
正連帯債務）賠償する義務を負う。



      　上記３(2)アで認定したとおり，被告Ａは，本件演奏会(3)（７９番，９０
番を除く。）が開催された時期において，演奏会開催に関する会場の手配やプロダ
クションとの交渉を行うなどしていたものであるが，証拠（甲５，被告Ａ）及び弁
論の全趣旨によると，被告Ａは，平成９年４月１４日，被告オカモトの取締役を辞
任し，同月１５日付けでその旨の登記がなされており，それ以降は，被告オカモト
における興行部門の社員の地位にあったこと，他方，被告オカモトにおける興行部
門は，被告Ａのそれまでのプロモーター業に関するノウハウや経験等（プロダクシ
ョンとの交渉や会場の手配関係等）が重要な役割を担ってはいるものの，被告オカ
モトの経理等会社の運営に関しては，被告Ａ一人が行っているということではな
く，代表者である被告Ｂや被告Ａと被告Ｂの子であるＤが参加していて発言権があ
ること，以上の事実が認められ，かかる事実からすると，被告Ａは，被告オカモト
の取締役ではなく，また，事実上の取締役（会社の業務の運営，執行について，取
締役に匹敵する権限を有し，これに準ずる活動をしている者）であるとまでは認め
られないから，有限会社法３０条の３第１項に基づいて，損害賠償義務を負うこと
はないものというべきである。同条を類推適用すべきである旨の原告の主張は採用
できない。
　５　結論
　　　以上の次第で，原告の被告らに対する本件各請求は，主文掲記の限度で理由
があるから，主文のとおり判決する。

  　東京地方裁判所民事第４７部

    　        　　裁判長裁判官        森　        義    之

      　          　  　裁判官        内    藤    裕    之

        　          　　裁判官        上    田    洋    幸

（別添）
　　　　平成１３年度版全国公共文化施設名簿（省略）
　　　　楽曲リスト（省略）

（別紙）
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